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入会金及び年会費に関する規程 

 

当法人は、定款第１３条第５項の規定に基づき、会員が納入する入会金及び年会費に関する規程（以

下「本規程」という。）を次の通り定める。 

（入会金） 

第１条 会員は、第１１条の入会申込が承認されたときは、別に定める期日までに、次の入会金を当法

人に納入しなければならない。 

  入会金 １０，０００円 

２ 第 1項の規定にかかわらず、定款第１０条第 1項に定める住所又は事務所の移転に伴って、他の

会員会に入会し直すときは、附則第６条に基づき免除する。 

３ 納入された入会金は返還しないものとする。 

（年会費） 

第２条 会員は、次の年会費を納入しなければならない。 

   ただし、会計年度の途中に入会承認を得た会員の年会費は、その年度に限り、別表の通りとする。 

   年会費 １８，０００円 

 ２ 設立初年度（第１期）の年会費は、前項の年会費と同額とし、事務所移転一時金及当法人設立に 

伴う事務費を含む。 

   ただし、会計年度の途中に入会承認を得た会員の年会費は、別表の通りとする。 

 ３ 会員が、当法人の会計年度の途中に退会した場合においても、既に納入した年会費は返還しない。 

 ４ 年会費の納入の方法及び時期は、理事会決議による。 

（日管連登録料） 

第３条 定款第１３条第２項に定める日管連登録料及び納入方法については、「日管連登録マンション

管理士の登録規程」の定めるところによるものとする。 

３ 前項の規定に拘わらず、平成２７年８月３０日（日管連定款施行日の前日）における当法人会

員の日管連登録料は免除される。 

（本規程の改廃） 

第４条 本規程の改定又は廃止は、理事会決議によって決定する。 

（本規程の発効） 

第５条 本規程は、平成２７年３月１日から発効する。 

以上 
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【別 表】 

１．第２条第１項関係 

当法人設立２年目の会計年度の途中に入会承認される会員が納入する年会費 

 

入会承認月 年会費  

 

（７５％） 

（５０％） 

（２５％） 

１月～４月 １８，０００円 

５月～８月 １３，５００円 

９月～１０月 ９，０００円 

１１月～１２月 ４，５００円 

 

 

２．第２条第２項関係 

   当法人設立初年度に入会承認する会員が納入する年会費 

 

入会承認月 設立初年度年会費  

 

（７５％） 

（５０％） 

（２５％） 

３月～５月 １８，０００円 

６月～８月 １３，５００円 

９月～１０月 ９，０００円 

１１月～１２月 ４，５００円 

 


